
一
頁

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
九
章

削
除

目
次
中
「
第
三
十
九
条
・
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
九
条
―
第
四
十
五
条
」
に
、

第
十
章

雑
則
（
第
四
十
六
条
―
第

第
十
一
章

罰
則
（
第
五
十
条
―
第

「
第
九
章

雑
則
（
第
四
十
六
条
―
第
四
十
九
条
）

四
十
九
条
）

を

に
改
め
る
。

第
十
章

罰
則
（
第
五
十
条
―
第
五
十
二
条
）

」

五
十
二
条
）
」

第
五
条
中
「
の
う
ち
、
」
の
下
に
「
退
職
年
金
及
び
職
務
遺
族
年
金
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

こ
の
法
律
に
よ
る
退
職
等
年
金
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



二
頁

一

退
職
年
金

二

職
務
障
害
年
金

三

職
務
遺
族
年
金

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
次
項
」
を
「
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
三
十
級
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

三

十

級

六
二
〇
、
〇
〇
〇
円

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
第
三
十
一
級
の
項
か
ら
第
四
十
三
級
の
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
十
四
項
中
「
第
三
項
、
第
六
項
」
を
「
第
五
項
、
第
八
項
」
に
、
「
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
を
「

第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
」
に
、
「
第
八
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
中
第
十

三
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
項
た
だ
し
書
中
「
第
十

一
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八

項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
第
八
項
又
は
第
十
項
及
び
第
十
一
項

若
し
く
は
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
」
を
「
第
十
項
又
は
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
」



三
頁

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項

の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
区
分
」
を
「
短
期
給
付
等
事
務
に
関
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
区
分
」
に
、
「
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
」
に
、
「

前
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準

報
酬
月
額
の
等
級
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

４

退
職
等
年
金
給
付
の
額
の
算
定
及
び
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
掛
金
の
徴
収
に
関
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報

酬
月
額
の
等
級
区
分
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
区
分
の
改

定
措
置
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の

最
高
等
級
の
上
に
更
に
等
級
を
加
え
る
改
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
改
定
後
の
標
準
報
酬
月
額
の
等
級

の
う
ち
の
最
高
等
級
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
等
級
の
う
ち
の
最
高

等
級
の
標
準
報
酬
の
月
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。



四
頁

第
二
十
二
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

短
期
給
付
等
事
務
（
短
期
給
付
（
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
短
期
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

額
の
算
定
並
び
に
短
期
給
付
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ

る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ

る
納
付
金
（
以
下
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
福
祉
事
業
に
係
る
掛
金
の
徴
収
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
二

「

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中

第

三

十

級

六
二
〇
、

「

第

三

十

級

第
三
十
一
級

第
三
十
二
級

第
三
十
三
級

第
三
十
四
級

第
三
十
五
級

第
三
十
六
級



五
頁

〇
〇
〇
円

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

と
あ
る
の
は
、

」

第
三
十
七
級

第
三
十
八
級

第
三
十
九
級

第

四

十

級

第
四
十
一
級

第
四
十
二
級

第
四
十
三
級

六
二
〇
、
〇
〇
〇
円

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
三
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

六
三
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
六
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

六
八
〇
、
〇
〇
〇
円

六
六
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
九
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

七
一
〇
、
〇
〇
〇
円

六
九
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

七
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

七
五
〇
、
〇
〇
〇
円

七
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

七
七
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満



六
頁

七
九
〇
、
〇
〇
〇
円

七
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

八
一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

八
三
〇
、
〇
〇
〇
円

八
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

八
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

と
す
る
。

八
八
〇
、
〇
〇
〇
円

八
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

九
〇
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

九
三
〇
、
〇
〇
〇
円

九
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

九
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

九
八
〇
、
〇
〇
〇
円

九
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
、
〇
〇
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

一
、
〇
三
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
〇
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
、
〇
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

一
、
〇
九
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
〇
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
、
一
一
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

一
、
一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
一
一
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
、
一
七
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

一
、
二
一
〇
、
〇
○
○
円

一
、
一
七
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

」

第
二
十
三
条
第
一
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
標
準
賞
与
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
れ
を
百
五
十
万
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
条
第
十
四
項
」
を
「
前
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。



七
頁

２

短
期
給
付
等
事
務
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
中
「
標
準
賞
与
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え

る
と
き
は
、
こ
れ
を
百
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
加
入
者
が
受
け
た
賞
与
に
よ
り
そ
の
年
度
に
お
け
る
標
準
賞
与
額

の
累
計
額
が
五
百
四
十
万
円
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

政
令
で
定
め
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
累
計
額
が
五
百
四
十
万

円
と
な
る
よ
う
そ
の
月
の
標
準
賞
与
額
を
決
定
し
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
そ
の
月
の
翌
月
以
降
に
受
け
る
賞
与
の
標
準
賞

与
額
は
零
」
と
す
る
。

３

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
退
職
等
年
金
給
付
の
額

の
算
定
及
び
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
掛
金
の
徴
収
に
関
す
る
標
準
賞
与
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
後
段
中
「
百
五
十
万

円
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
五
十
万
円
（
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ
た

と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
（
第
二
十
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

３

退
職
等
年
金
給
付
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が



八
頁

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
短
期
給
付
」
の
下
に
「
及
び
退
職
等
年
金
給
付
」
を
加
え
、
「
第
四
十
一
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
六
」
を
「
第
三
十
九
条

第
二
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
」
に
、
「
第
七
十
二
条

並
び
に
第
九
十
四
条
」
を
「
第
三
節
第
一
款
及
び
第
二
款
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
九
条
の
三
第
五
項
、
第
九
十
六
条
並
び

に
第
九
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
、
附
則
第
十
二
条
」
の
下
に
「
、
附
則
第
十
三
条
、
附
則
第
十
四
条
」
を
加
え
、
「

第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
五
条
第
一
項

、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
八
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
九
条
の
四
第
一

項
第
一
号
、
第
八
十
四
条
第
三
項
、
第
九
十
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
一
項
」
を
、
「
「
加
入
者
」
と
」
の
下
に
「
、
「

公
務
遺
族
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
遺
族
年
金
」
と
」
を
、
「
組
合
」
」
の
下
に
「
と
あ
り
、
及
び
「
連
合
会
」
」
を
、

「
職
務
」
と
」
の
下
に
「
、
「
公
務
障
害
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
障
害
年
金
」
と
、
「
組
合
員
期
間
」
と
あ
る
の
は
「

加
入
者
期
間
」
と
、
「
公
務
傷
病
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
傷
病
」
と
」
を
加
え
、
同
条
の
表
第
四
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「

第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
組
合
」
の
下
に
「
（
退
職
等
年
金
給
付
に
あ
つ
て
は
、
連



九
頁

合
会
。
次
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
九
十
五
条
及
び
第
百
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
決
定
し
、
厚

生
年
金
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
は
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
利
を
有
す
る
者
の
請
求
に
基
づ

い
て
連
合
会
が
裁
定
す
る
」
を
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
が
決
定
す
る
」
を
加
え
、
同
表
第
五
十
二
条
の
四
の
項
を
削

り
、
同
表
第
五
十
三
条
の
三
第
二
項
の
項
中
「
第
五
十
三
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
二
条

前
二
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
条
第
一
項
及

び
第
三
項

第
四
十
条
第
一
項

同
法
第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
五
条
の
表
第
六
十
九
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
五
条
第

組
合
員
期
間

加
入
者
期
間
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
十

一
項

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
期
間
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）

標
準
報
酬
の
月
額

標
準
報
酬
月
額



一
〇
頁

標
準
期
末
手
当
等
の
額

標
準
賞
与
額
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
標
準
賞
与
額
を
い
う
。
）

第
七
十
五
条
第

組
合
員

加
入
者

二
項

連
合
会
の
定
款

共
済
規
程
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
規
程
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

第
七
十
五
条
第

退
職
等
年
金
給
付
積
立
金

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
三
十

四
項

三
条
第
一
項
第
四
号
の
経
理
に
係
る
勘
定
に
属

す
る
積
立
金

連
合
会
の
定
款

共
済
規
程

第
七
十
五
条
の

従
前
標
準
報
酬
の
月
額

従
前
標
準
報
酬
月
額

三
第
一
項

第
百
条
の
二
の
規
定

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
八
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定



一
一
頁

第
百
条
の
二
の
二

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
八
条
第
四
項

及
び
第
五
項

第
七
十
八
条
第

額
（
組
合
員
期
間
が
十
年
に
満
た
な
い
と
き
は

額

二
項

、
当
該
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

第
七
十
八
条
第

連
合
会
の
定
款

共
済
規
程

五
項

第
七
十
九
条
第

額
（
組
合
員
期
間
が
十
年
に
満
た
な
い
と
き
は

額

二
項

、
当
該
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

第
七
十
九
条
第

連
合
会
の
定
款

共
済
規
程

五
項

第
七
十
九
条
の

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

国
家
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法

三
第
一
項

律
第
百
八
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十

掲
げ
る

三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
分
限
免
職
の
事
由
に
相



一
二
頁

当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た

同
号
の
退
職
を
し
た

そ
の
解
雇
さ
れ
た

第
七
十
九
条
の

規
定
す
る
退
職
を
し
た

規
定
す
る
解
雇
さ
れ
た

三
第
二
項

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

国
家
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務
員
法

律
第
百
八
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十

退
職
を
し
た

三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
分
限
免
職
の
事
由
に
相

当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た

同
号
の
退
職
を
し
た

そ
の
解
雇
さ
れ
た

第
七
十
九
条
の

退
職

解
雇

三
第
三
項

請
求
（
他
の
法
令
の
規
定
で
同
項
の
規
定
に
相

請
求

当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
基

づ
く
請
求
を
含
む
。
）

規
定
（
他
の
法
令
の
規
定
で
同
項
の
規
定
に
相

規
定



一
三
頁

当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含

む
。
）

第
七
十
九
条
の

前
各
項

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

三
第
六
項

第
七
十
九
条
の

給
付
算
定
基
礎
額
（
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死

給
付
算
定
基
礎
額

四
第
一
項
第
一

亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
組
合
員
期

号

間
が
十
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
給
付
算

定
基
礎
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

第
八
十
三
条
第

基
準
公
務
傷
病

基
準
職
務
傷
病

四
項

そ
の
他
公
務
傷
病

そ
の
他
職
務
傷
病

基
準
公
務
障
害

基
準
職
務
障
害

第
八
十
四
条
第

公
務
障
害
年
金
算
定
基
礎
額

職
務
障
害
年
金
算
定
基
礎
額

一
項
及
び
第
二



一
四
頁

項第
八
十
四
条
第

公
務
障
害
年
金

職
務
障
害
年
金

三
項

終
身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
（
そ
の
者
の
組
合

終
身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額

員
期
間
が
十
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
終

身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

額
）

第
八
十
五
条
第

後
発
公
務
傷
病

後
発
職
務
傷
病

二
項
及
び
第
八

そ
の
他
公
務
障
害

そ
の
他
職
務
障
害

十
七
条
第
二
項

第
九
十
条
第
一

公
務
遺
族
年
金
算
定
基
礎
額

職
務
遺
族
年
金
算
定
基
礎
額

項
及
び
第
二
項

第
九
十
条
第
三

終
身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
（
そ
の
者
の
組
合

終
身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額

項

員
期
間
が
十
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
終



一
五
頁

身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

額
）

第
九
十
七
条
第

組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者

加
入
者
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
つ
た
者

一
項

組
合
員
が
懲
戒
処
分
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十

又
は
加
入
者
が
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒

二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
給

の
事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た

若
し
く
は
戒
告
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
処
分

を
除
く
。
）
を
受
け
た
と
き
又
は
組
合
員
（
退

職
し
た
後
に
再
び
組
合
員
と
な
つ
た
者
に
限
る

。
）
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
退
職
手

当
支
給
制
限
等
処
分
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当

法
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と

に
よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
退
職
手
当

等
（
同
法
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
一



一
六
頁

般
の
退
職
手
当
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
支
給

し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
若
し
く
は
同
法
第
十

五
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
処
分
を
い
う
。
第
四

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た

組
合
員
期
間

加
入
者
期
間

公
務
障
害
年
金

職
務
障
害
年
金

第
二
十
五
条
の
表
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
項
中
「
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済

規
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
る
。



一
七
頁

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
短
期
給
付
」
を
「
給
付
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
掛
金
率
の
特
例
）

第
四
十
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
加
入
者
の
掛
金
の
標
準

報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
対
す
る
割
合
は
、
政
令
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
共
済
規
程
で
定
め
る
。

第
九
章
の
章
名
を
削
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
四
十
一
条

七
十
歳
以
上
の
教
職
員
等
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



一
八
頁

一

七
十
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
加
入
者
で
あ
つ
た
者
で
七
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
引
き
続
き
加
入
者
で
あ
る

も
の

七
十
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
退
職
し
た
も
の
と
み
な
す
。

二

七
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
に
加
入
者
と
な
つ
た
者

加
入
者
で
な
い
も
の
と
み
な
す
。

（
掛
金
率
の
特
例
）

第
四
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
退
職
し
た
も
の
又
は
加
入
者
で
な

い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
加
入
者
の
掛
金
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
対
す
る
割
合
は
、
政
令
で
定
め
る
範
囲
内

に
お
い
て
、
共
済
規
程
で
定
め
る
。

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で

削
除

第
四
十
七
条
の
二
を
第
四
十
七
条
の
三
と
し
、
第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
資
料
の
提
供
）

第
四
十
七
条
の
二

事
業
団
は
、
年
金
で
あ
る
給
付
に
関
す
る
処
分
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
給
権
者
に

対
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む

。
）
の
支
給
状
況
に
つ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
他
の
法
律
に
基
づ
く
共
済
組
合
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め



一
九
頁

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
章
を
第
九
章
と
す
る
。

第
五
十
二
条
中
「
第
四
十
七
条
の
二
」
を
「
第
四
十
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
一
章
を
第
十
章
と
す
る
。

附
則
第
二
十
一
項
中
「
教
職
員
等
は
、
」
の
下
に
「
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
及
び
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
十
六
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
」
に
、
「
、
同
条
」
を
「
、
第
二
十

二
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

共
済
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
等
年
金
給
付
を
行
う
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。



二
〇
頁

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を

「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二

十
三
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
業
務
に
係
る
経
理
（
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
十
七
条
中
「
短
期
給
付
に
係
る
」
を
削
る
。

附
則
第
七
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
経
過
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
旧



二
一
頁

私
立
学
校
教
職
員
共
済
加
入
者
期
間
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
」
を
削
り
、

「
給
付
」
の
下
に
「
及
び
改
正
前
私
学
共
済
法
の
障
害
共
済
年
金
の
う
ち
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
給
付
」
を

加
え
、
「
こ
の
条
及
び
次
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
こ
れ
ら
の
者
」
を
「
旧
私
立
学
校
教
職
員
共
済
加
入
者

期
間
を
有
す
る
者
（
施
行
日
に
お
い
て
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に

お
い
て
準
用
す
る
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
三
又
は
第
十
二
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
を
除
く
。
）

又
は
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

旧
私
立
学
校
教
職
員
共
済
加
入
者
期
間
を
有
す
る
者
が
施
行
日
以
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
遺
族
（

次
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改

正
前
国
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
遺
族
を
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
前
私
学
共
済
法
の
遺
族
共

済
年
金
の
う
ち
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び
ロ
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
給
付
の
支
給
要
件
に
関
す
る
改
正
前

私
学
共
済
法
及
び
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
そ
の
他
の
法
律
の
規
定



二
二
頁

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
遺
族
支
給
要
件
規
定
」

と
い
う
。
）
は
、
当
該
遺
族
に
つ
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
遺
族
支
給
要
件
規

定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
そ
の
他
改
正
前
遺
族
支
給
要
件
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
支
給
要
件
規
定
又
は
改
正
前
遺
族
支
給
要
件

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
私
学
共
済
法
の
長
期
給

付
に
関
す
る
改
正
前
私
学
共
済
法
及
び
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
そ

の
他
の
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
改
正
前
私
学
共
済
法
第
五
条
中
「
退
職
共
済
年
金
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済

年
金
並
び
に
」
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
そ
の
他
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
則
第
七
十
九
条
中
「
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
支
給
要
件
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

附
則
第
八
十
一
条
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
附
則
第
七
十
九
条
」
を
「
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
七
十



二
三
頁

九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
九
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
二
十
一
の
項
の
第
三
欄
の
第
三
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
九
号
」

に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



二
四
頁

別
表
第
一
の
四
十
八
の
項
中
「
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
七
十
九
条
」
を
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の

短
期
給
付
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
退
職
等
年
金
給
付
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
十
九
条
」
に
改
め
、
「
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共

済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
短
期
給
付
」
を
削
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
附
則
第
七
十
九
条
」
を
「
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
及
び
第
七
十
九
条
」
に
、
「
長
期
給
付
及

び
」
を
「
長
期
給
付
並
び
に
」
に
改
め
る
。

（
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
及
び
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
る
。

一

行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
別
表
第
二
日
本
私
立
学
校



二
五
頁

振
興
・
共
済
事
業
団
の
項

二

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
別
表
第
二
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業

団
の
項

（
放
送
大
学
学
園
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
二
十
四
条
の
二
又
は
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
」
を
「
前
項
の
」
に
、

「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
及
び
「
同
法
」
を
「
共
済
法
」
に
改
め
、
同
条

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
共
済
法
」
と
い
う
。

）
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
二

十
四
条
の
二
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
条
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
放
送
大
学
学
園
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
二



二
六
頁

十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
四
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
共
済
法
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
放
送
大
学
学
園
の
職

員
の
共
済
法
に
よ
る
掛
金
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
対
す
る
割
合
は
、
政
令
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、

共
済
規
程
（
共
済
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
規
程
を
い
う
。
）
で
定
め
る
。

（
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
五

項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
は
、
私
立

大
学
派
遣
検
察
官
等
に
は
、
適
用
し
な
い
。



二
七
頁

（
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
九
条

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正
）
」
を
付
し
、

同
条
の
う
ち
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定

を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
十
七
日
」
の
下
に
「
（
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
十
一
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
四

項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
二

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
専
任
で
な
い
者
」
の
下
に
「
又
は
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る

も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
、
「
常
時
勤
務
に
服
し
な
い
者



二
八
頁

」
を
「
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す

る
。第

二
十
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

標
準
報
酬
月
額
の
等
級

標
準
報
酬
月
額

報

酬

月

額

第

一

級

八
八
、
〇
〇
〇
円

九
三
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

級

九
八
、
〇
〇
〇
円

九
三
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

三

級

一
〇
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

四

級

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
一
四
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

五

級

一
一
八
、
〇
〇
〇
円

一
一
四
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

六

級

一
二
六
、
〇
〇
〇
円

一
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

七

級

一
三
四
、
〇
〇
〇
円

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

八

級

一
四
二
、
〇
〇
〇
円

一
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
四
六
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

九

級

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
四
六
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満



二
九
頁

第

十

級

一
六
〇
、
〇
〇
〇
円

一
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
六
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

一

級

一
七
〇
、
〇
〇
〇
円

一
六
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
七
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

二

級

一
八
〇
、
〇
〇
〇
円

一
七
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
八
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

三

級

一
九
〇
、
〇
〇
〇
円

一
八
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
九
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

四

級

二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
九
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

五

級

二
二
〇
、
〇
〇
〇
円

二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

六

級

二
四
〇
、
〇
〇
〇
円

二
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

七

級

二
六
〇
、
〇
〇
〇
円

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
七
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

八

級

二
八
〇
、
〇
〇
〇
円

二
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
九
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

十

九

級

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二
九
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

級

三
二
〇
、
〇
〇
〇
円

三
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

一

級

三
四
〇
、
〇
〇
〇
円

三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
五
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

二

級

三
六
〇
、
〇
〇
〇
円

三
五
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
七
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満



三
〇
頁

第

二

十

三

級

三
八
〇
、
〇
〇
〇
円

三
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
九
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

四

級

四
一
〇
、
〇
〇
〇
円

三
九
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
二
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

五

級

四
四
〇
、
〇
〇
〇
円

四
二
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

六

級

四
七
〇
、
〇
〇
〇
円

四
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
八
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

七

級

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

四
八
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
一
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

八

級

五
三
〇
、
〇
〇
〇
円

五
一
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
四
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

十

九

級

五
六
〇
、
〇
〇
〇
円

五
四
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
七
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

三

十

級

五
九
〇
、
〇
〇
〇
円

五
七
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

三

十

一

級

六
二
〇
、
〇
〇
〇
円

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
三
十
級
」
を
「
第
三
十
一
級
」
に
、
「
第
三
十
一
級
」
を
「
第
三
十
二
級
」
に
、
「
第
三

十
二
級
」
を
「
第
三
十
三
級
」
に
、
「
第
三
十
三
級
」
を
「
第
三
十
四
級
」
に
、
「
第
三
十
四
級
」
を
「
第
三
十
五
級
」

に
、
「
第
三
十
五
級
」
を
「
第
三
十
六
級
」
に
、
「
第
三
十
六
級
」
を
「
第
三
十
七
級
」
に
、
「
第
三
十
七
級
」
を
「
第

三
十
八
級
」
に
、
「
第
三
十
八
級
」
を
「
第
三
十
九
級
」
に
、
「
第
三
十
九
級
」
を
「
第
四
十
級
」
に
、
「
第
四
十
級
」



三
一
頁

を
「
第
四
十
一
級
」
に
、
「
第
四
十
一
級
」
を
「
第
四
十
二
級
」
に
、
「
第
四
十
二
級
」
を
「
第
四
十
三
級
」
に
、
「
第

四
十
三
級
」
を
「
第
四
十
四
級
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
十
七
日
」
の
下
に
「
（
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
に
あ

つ
て
は
、
十
一
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
一
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「

第
十
九
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
」
を
「
第

十
九
条
の
二
の
規
定
」
に
改
め
る
。


